
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要について 

 

悠和園デイサービスセンター 

 
悠和園デイサービスセンターでは、ご利用者様が満足して福祉サ－ビスをご利用いただけるよう苦

情受付担当者と苦情解決責任者を置き、要望や苦情を受付ける苦情受付窓口を設置しております。 

 苦情解決にあたり中立・公平な立場から助言を行う第三者委員も設けております。 

 
１、苦情受付体制 

 

 氏  名 連 絡 先 

◎苦情受付担当者 村井 範子 TEL 0776-87-2161 

◎苦情解決責任者 砂畑 俊哉 TEL 0776-87-2161 

◎第三者委員 川畑 喜美栄 TEL 0776-87-2230 

 
２、上記のほか、関係機関 窓口 

福井市介護保険課 担当窓口 ＴＥＬ 0776-20-5715 

福井県国民健康保険団体連合会 苦情処理窓口 ＴＥＬ 0776-57-1611 

福井県社会福祉協議会 運営適正委員会窓口 ＴＥＬ 0776-24-2347 

 
３、苦情の受付方法について 

（１）要望・苦情の受付方法 

電話や対面、書面等により、苦情受付担当者が受付します。苦情受付担当者は、受け付けた

要望や苦情内容を、苦情解決責任者と第三者委員に報告し、第三者委員は、内容を確認したう

えで、ご利用者様に報告を受付けた内容をお知らせします。 

また、場合によっては、直接、第三者委員に要望・苦情等を申し出ることが可能です。 

（２）要望・苦情の受付時間 

月曜日～金曜日の午前９時～午後６時 （ 祝・年末年始を除く） 

 
 ４、苦情の解決方法について 

   苦情解決責任者がご利用者様と誠意を持って話し合い、解決に努めます。 

また、必要に応じ第三者委員が助言や立ち会いを行い、解決に努めます。 

 
 ５、苦情解決の公表について 

   サ－ビスの質や信頼性を図るため、個人情報に関するものを除き、「事業報告書」等に実績を掲

載し、公表します。 

 
 ６、その他 

   サービス提供に対して、苦情等が出ないよう心掛けると共に、研修等を通じより良いサービス

の実践に努めます。 

  



 

【苦情解決の仕組み】 
 
 

 福祉サービス                       事業者 

 

                 （１） 

 

             （４）           （３）      

 

                     第三者委員 

 

 

                  ア、苦情内容の確認 

                  イ、解決案の調整、助言 

                  ウ、話し合いの結果や改善 

                    事項等書面での記録 

                 （５） 

 

 

 

（６） 

 

 

 

 

 

 

解決しない場合 

 

 

 

 

利 用 者 

 

 

【例】 

①ケアの内容に 

関わる事項 

 

②個人の嗜好、 

 選択に関わる 

 事項 

 

③虐待・放置・ 

 強迫 

 

 苦情受付担当者 

 

(2)記録・内容確認 

ア、苦情内容 

イ、苦情申出人の希望 

ウ、第三者委員への報告 

エ、苦情申出人・苦情解

決責任者の話し合いへ

の第三者委員の助言・立

会いの要否 

 

 

 

 

 

 

(3)苦情受付の報告 

 

 苦情解決責任者 

苦情の 

受付 

苦情受付 

の報告 

苦情受付の

通知 

立ち会い 

話し合い 

解決した場合 

解決結果報告 

福井県社会福祉協議会に設置の 

運営適正化委員会への申し立て 


